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令和6年度知財金融事業
（中小企業の知財活用及び金融機能活用による企業価値向上支援事業）

As Is
自社の強み・知財分析

（知財・無形資産等）

To Be
将来の目指す姿

(経営戦略・方針)

企業価値向上に向けた
経営戦略ストーリー

ヒアリング、調査・分析を

通じた知財ビジネス報告
書の作成・提供

事務局・専門家 中小企業 金融機関

知財ビジネス報告
書の提示・開示

事業性評価

令和6年度本事業のスキーム・実施内容

知財活用の

仕組み

知財・無形資

産の見える化

＝知財ビジネス

報告書

投資家や金融

機関による適切

な事業評価

更なる知財・無

形資産への投

資に向けた資金

の獲得

知財・無形

資産の価値に

基づいた企業価

値の向上

1 2

4 3

本事業が目指す仕組み

課題
保有する経営資源（ヒト・モノ・カネ・情報）が限られている中、多くの中小企業が自力で企業戦略を構築・開示するには至っていない。

また、金融機関としても非財務情報の評価の必要性を感じているが、中小企業の資金調達に必ずしも結びついていない状況

目的
中小企業が持つ知財・無形資産の事業性価値を考慮して金融機関が適切に評価し、その評価を基に資金調達等が図られるような仕

組み作りが行われること

背景
競争力の源泉としての知財·無形資産の重要性が高まっており、自社の保有する知財 ・ 無形資産を投資家向けに分かりやすく開示し、

企業価値を向上させるという動きが近年大企業を中心に拡大している。国としてもコーポレートガバナンスコードに明記し後押ししている

知財を保有する中小企業（約50社を公募にて募る予定）の知財ビジネス報告書の
作成および金融機関による評価を行い、中小企業・金融機関に納品する
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令和6年度知財金融事業
（中小企業の知財活用及び金融機能活用による企業価値向上支援事業）

金融機関様からの応募について

金融機関様が事業に向けて実施すること

中小企業
金融機関①応募時：

中小企業様と
の連携合意

②事業中：

知財ビジネス
報告書の評価

✓ 事業応募の連絡

✓ ヒアリング実施の
依頼・合意

• 本事業では中小企業様へのヒアリングを中心に知財ビジ

ネス報告書を作成するため、応募時に中小企業様にヒア
リング協力に合意していただいている必要がございます

専門家・

事務局

✓ 納品

• 金融機関様にも上記ヒアリングに同席いただくことがあります

• 事務局より納品された知財ビジネス報告書の内容に基づく

事業性を評価し、評価内容を事務局に提出していただく必
要がございます

本事業のメリット

知財ビジネス報告書を作成することで、取引先企

業の知財と事業との関係性等につき理解を深める

ことができ、融資など今後の取引先企業の支援方
針の検討に用いることができます

弁理士等が作成した知財ビジネス報告書が納品さ

れるため、今後自行で知財の観点を含む事業性
評価を行う際の参考とすることができます

知財ビジネス報告書の作成に費用は掛かりません

金融機関 ✓ 評価
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令和6年度知財金融事業
（中小企業の知財活用及び金融機能活用による企業価値向上支援事業）

中小企業様からの応募について

中小企業様が事業に向けて実施すること

中小企業
金融機関①応募時：

金融機関様と
の連携合意

②事業中：

ヒアリングの

協力

✓ 事業応募の連絡

✓ 知財ビジネス報告
書の評価の合意

• 本事業では作成した知財ビジネス報告書をもとに金融機

関様に事業性を評価していただくため、応募時に金融機

関様に事業性評価につき合意していただいている必要がご
ざいます

中小企業 専門家・

事務局

✓ ヒアリングの実施

• 知財ビジネス報告書の作成において、弁理士などの専門

家・事務局が中小企業様へヒアリングを行いますので、ヒ
アリングにご協力ください

知財ビジネス報告書を作成することで、自社の知

財の棚卸ができ、今後の事業方針の検討に用いる
ことができます

本事業のメリット

知財ビジネス報告書を基にしたコミュニケーションを

取ることで、金融機関や取引先、潜在的な連携先
との関係性の強化に繋がり得ます

知財ビジネス報告書の作成に費用は掛かりません



全体スケジュール（予定）

令和6年度知財金融事業
（中小企業の知財活用及び金融機能活用による企業価値向上支援事業）

選定後の流れ

選定 ヒアリングの実施
知財に関する

調査・分析
金融機関による評価

知財ビジネス報告書の
納品

◼ 選定された金融機関・企

業には事務局より通知を
行います

◼ 知財ビジネス報告書の作

成を支援する専門家を事
務局が選定します

◼ 専門家・事務局が当該

企業、または金融機関
にヒアリングを行います

◼ 複数回実施します

◼ ヒアリング内容を基に当

該企業の知財に関する
調査・分析を行います

◼ 事務局から金融機関へ

評価方法を説明し、金

融機関に知財ビジネス

報告書の内容に基づく
評価をしていただきます

◼ 作成した知財ビジネス

報告書を金融機関から

の評価結果と共に利用

者（金融機関・当該企
業）へ納品します

6月 7月 8月 9月

公募期間

知財ビジネス報告書作成（選定決定企業から順次着手）

10月 11月 12月 1月

知財ビジネス報告書納品
（着手から2～3か月を想定）

金融機関による知財ビジネス報告書評価

（予備的公募）



※ヒアリングは参加必須ではございませんが、積極的に参加いただける金融機関のご応募を優先的に採択いたします
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報告書作成にあたっての昨年度との違い

Appendix

昨年度まで

今年度

報告書 報告書作成に向けて利用者が実施すること

中小企業が保有している知的財

産（技術、ノウハウなど）の強

み・競争力を深く理解することを
目的とした報告書

（＝As Isの分析に主眼を置いた
報告書）

知財ビジネス

評価書

✓ ひな形・手引きを活用した知財ビジネス評価書（基礎項
目編）の作成

✓ 知財専門家への報告書の作成依頼・とりまとめ

✓ （金融機関）知財専門家と共に報告書作成対象の中
小企業へのヒアリング

✓ （中小企業）知財専門家や金融機関によるインタビュー
への対応

As Isだけではなく、将来像を見据
えた企業価値向上に向けた経営
戦略ストーリー（To Be）も取りま
とめた報告書

※報告書の作成主体は支援対
象企業

知財ビジネス

報告書

✓ （金融機関）知財専門家と共に報告書作成対象の中
小企業へのヒアリング同席（※）

✓ （金融機関）報告書の内容に基づく事業性評価

✓ （中小企業）知財専門家や金融機関によるヒアリング
への対応

利用者の負担軽減のため、

・知財ビジネス評価書（基礎項目編）の作成は不要

・知財専門家への依頼や、知財専門家が作成した報告書の
とりまとめは事務局が支援
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